
島根労働局職業安定部

  変更前に計画していた訓練実施日もしくは変更後の訓練実施日のいずれか早い方の日の前日までに提出してください。

人材開発支援助成金(特別育成訓練コース) 訓練計画変更届提出の留意点

以下の場合は、変更届の提出が必要です。

    ■ ・訓練内容（訓練カリキュラム（職務または科目）)
     　・実施予定日時
     　・実施場所（ｅラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等は提出不要）
　　 ・実施方法（集合研修から同時双方向型訓練への変更等）
     　・ＯＪＴ訓練指導担当者
　　  ・ＯＦＦ－ＪＴ訓練講師（事業内訓練のみ）
      　を変更する場合
　■　訓練コースの名称
　■　受講予定者数を増やす場合
　■　訓練の実施期間（訓練初日、最終日、所要期間）
　■　総訓練時間数
　■　ＯＦＦ－ＪＴを実施する教育訓練機関
　■　訓練修了後の正規雇用労働者等への転換等の基準

以下の場合は、変更届の提出は不要です。

    ■ 事業所・企業に関する事項（名称、所在地、事業内容）を変更する場合
　
    ■ ＯＪＴの総訓練時間数及び科目（職務又は科目）を変えずに、各科目の実施時間数を変更する場合

　 ■ 受講予定者数を減らす場合

　■ｅラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等について、訓練の実施期間を短縮する場合

提出期限
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